
人事行政の運営等の状況を公表します。

1. 職員の任免に関する事項

（１）　職員採用の状況（H19.4.1～H20.3.31）

職種別 男性 女性 計

一般行政職 3 1 4

医療職（医師） 4 1 5

医療職（医療技術者） 0 2 2

医療職（看護師） 1 6 7

技能労務職 0 0 0

計 8 10 18

（２）　職員の退職の状況（H19.4.1～H20.3.31）

定年退職 7 人

勧奨退職 28 人

普通退職 25 人

分限免職 0 人

懲戒免職 0 人

失職 0 人

死亡退職 0 人

2．職員の勤務時間その他の勤務条件

（１）　職員の勤務時間（公務の運営上、特別の形態によって勤務する必要のある職員を除きます）

１週間の勤務時間 開始時間 終了時間 休憩時間

40時間 8:30 17:15 １２：００ ～ １２:４５

（２）　年次有給休暇の取得状況（H19.1.1～H19.12.31）

　職員には、１年を通じて２０日間の年次有給休暇が与えられます。当該年に与えられた年次有給休暇の日数のう
ち、その年に使用しなかった日数がある場合には、翌年に限りこの残日数を繰り越して使用することができます。

総付与日数 総使用日数 全対象職員数 平均使用日数 取得率

34,267 日 7,850 日 876 人 9.0 日 22.9%

（３）　時間外勤務の状況（H19.4.1～H20.3.31）

時間外勤務総時間 職員一人あたりの平均時間

51,020 時間 82 時間

（４）　育児休業の状況（H19.4.1～H20.3.31）

　職員は、任命権者の承認を受けて、当該職員の３歳に満たない子を養育するため、当該子が３歳に達するまで、
育児休業をすることができます。育児休業をしている期間又は時間については、給与は支給されません。

男性 女性

新たに育児休業を取得した者 0 人 8 人

前年度から引き続いている者 0 人 15 人

（５）　介護休暇の状況（H19.4.1～H20.3.31）

職員の配偶者、父母、子、配偶者の父母等が、負傷、疾病又は老齢により２週間以上にわたり日常生活を営
むのに支障がある場合、その介護のために６月の期間内において必要と認められる期間、介護休暇を取得で
きます。介護休暇により勤務しない時間は無給となります。

男性 女性

新たに介護休暇を取得した者 0 人 3 人

前年度から引き続いている者 0 人 0 人



3．職員の分限及び懲戒処分の状況

（１）分限の状況

　分限処分は、公務能率を維持することを目的として、心身の故障や職に必要な適格性を欠くなど一定の事由が
ある場合に、職員の意に反する不利益な身分上の変動をもたらす処分です。その種類として、免職、降任、休職、
降給があります。

分限処分者数（H19.4.1～H20.3.31） （単位：人）

免職 降任 休職 降給 計

勤務実績が良くない場合 0 0 0 0 0

心身の故障の場合 0 0 11 0 11

職に必要な適格性を欠く場合 0 0 0 0 0

職制、定数の改廃、予算の減少により廃職、過員を生じた場合 0 0 0 0 0

刑事事件に関し起訴された場合 0 0 0 0 0

（２）懲戒の状況

　懲戒処分は、職員が法令や職務上の義務等に違反した場合に道義的責任を問うことにより、公務における規律
と秩序を維持することを目的とする処分です。その種類として、免職、停職、減給、戒告があります。

懲戒処分者数（H19.4.1～H20.3.31） （単位：人）

免職 停職 減給 戒告 計 訓告 注意

法令に違反した場合 0 0 0 0 0 0 0

職務上の義務に違反した場合 0 0 2 0 2 0 0

全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合 0 0 0 0 0 1 0

４．職員の営利企業等の従事制限の状況

地方公務員第３８条の規定により、職員は、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする団体の役員等への就
任、自ら営利を目的とする私企業の経営、報酬を受けての事業への従事などは禁止されていますが、「宇陀市職
員の営利企業等の従事制限に関する規則」に定める基準に適合する場合には許可できます。

   職員の営利企業等従事許可の状況（H19.4.1～H20.3.31）

単に名目的のものであって、職務の遂行に支障を来さ
ず、かつ、職員の占める職と密接な関係がないと認めら
れる場合

0 人

職務の遂行に支障を来さない範囲において、任命権者
が特殊の事情があると認めた場合 0 人

信用失墜行為の発生のおそれがないものであって、職
務の遂行に支障を来さず、かつ、職員の占める職と密接
な関係がないと認められる場合

0 人

上欄の場合において、職員の占める職と密接な関係が
ある場合においても、任命権者が特殊の事情があると認
めた場合

0 人

職員団体の業務に専ら従事する場合 0 人

５．職員の研修の状況

（１）　研修機関（奈良県市町村会館等）における研修の状況（H19.4.1～H20.3.31）

研修名 参加研修回数 参加者数

回 人

回 人

（2）　市町村独自で行った職員研修の状況（H19.4.1～H20.3.31）

研修名 参加研修回数 参加者数

回 人

回 人



６．職員の福祉及び利益の保護の状況

(1)　健康診断の状況（H19.4.1～H20.3.31）

健康診断の種類 受診者数

定期健康診断 466 人

人間ドック 339 人

（２）公務災害補償制度

加入団体 公務災害認定件数 災害の概要

地方公務員災害補償
基金　奈良県支部

12 針刺し事故、腰部捻挫、骨折等

７．給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求の状況（H19.4.1～H20.3.31）

　職員は、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、公平委員会に対して、地方公共団体
の当局より適当な措置が執られるよう要求することができます。
　この要求があったとき、公平委員会は、審査を行い事案を判定し、その権限に属する事項
については自らこれを実行し、その他の事項については権限を有する地方公共団体の機関
に対し必要な勧告をしなければならないこととされています。

継続件数 措置要求件数

0 0

８．不利益処分に関する不服申立の状況（H19.4.1～H20.3.31）

　職員は、懲戒その他その意に反する不利益な処分を受けたときは、公平委員会に対して不
服申立てができます。
　この不服申立てを受理したとき、公平委員会は、その事案の審査を行い、その処分の承
認、修正又は取消しを行い、必要がある場合は、任命権者に対し職員がその処分によって受
けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならないこととされています。

継続件数 不服申立件数

0 0
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